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ブルガ リアのEU加 盟交渉

吉 井 昌 彦

1989年 末 に社会 主義 か ら民主化 と市場経済 化 へ の移行 を開始 した東欧 の国 の一つ

で あ るブ ル ガ リアの対外 政策 の柱 は,NATOとEU(当 時のEC)へ の 加盟 であ っ

た。ブル ガ リアは,1995年 末 にEU加 盟 申請 を行 ったが,1997年 のAgenda2000で

は加盟 交渉 開始 の基 準 を満 た してい る と判断 されず,結 局,ル ーマニ ア とと もに2004

年5月 のEU東 方拡 大第1陣 の枠 に入 る こ とはで きなか った。 その後,2005年12月

に加盟 交渉 は終 了 し,2007年1月 にEU加 盟 を果 たす予 定 であ る。とは言 え,EUと

の譲 許 条件 の解決,ユ ー ロ採択,そ して汚職 や組織 犯 罪への 対応 とブル ガ リア に残

され た課題 は少 な くはな い。 その 中で も,現EU加 盟 国 との競 争 力格 差 を縮 小 し,

所得 水準 を引 き上 げ て い くか とい う こ とが 今後 の課題 であ る。

キー ワー ド ブル ガ リア,欧 州連 合,東 方拡 大,譲 許 条件

1は じ め に

ブルガ リアは,ル ーマニアと同 じく,1990年 代に欧州連合(EU)加 盟を申請 し,2000年2

月より加盟交渉が行われ,2004年12月 に加盟交渉が終了 し,2007年1月1日 にEU加 盟 を果

たすことが決定された。 しか しなが ら,そ の加盟交渉においてもその道は平坦というわけで

はなかったし,ま た加盟交渉が終了し,加 盟準備の最終段階である今においてもそうである。

本稿 は,ブ ルガ リアの加盟交渉に至 るまで,そ して加盟交渉過程における問題点を整理 し,

現在のブルガ リアのポジシ ョンを明 らかにすることを目的としている。ブルガリアは,EU加

盟申請を行い,い ったんは加盟交渉が見送 られた1990年 代中 ・後半においてはマクロ経済パ

フォーマンスの不安定さ,経 済改革の遅れなど問題が山積 していた。 しかしながら,1997年

のカレンシーボー ドの採用以来,マ クロ経済パフォーマ ンスは安定 してきており,ま た経済

改革において も,と りわけ加盟交渉が進展 し始めた2000年 代初頭からは順調な進展が見 られ

てお り,acquisの 受容にかかわる部分 を除けば,コ ペ ンハーゲン基準の経済的基準の達成に

おいて大 きな問題はな く,経 済的側面から見れば,EU加 盟そのものには大 きな問題はない。

む しろ,加 盟 を危うくしているのは,こ れ以外,と りわけ汚職や組織犯罪などの政治的基準

の達成とacquisの 受容の遅れである。また,EU加 盟後 は,ユ ーロの採択 という大 きな課題
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が控 えてお り,さ らに現EU加 盟国との競争力格差 をどの ように縮小 し,所 得格差 を埋めて

い くかということが課題となる。

2加 盟交渉に至るまで

1989年 秋の東欧における民主化の波に乗 り,ブ ルガ リアにおいても,33年 の長期にわた り

国家指導者の地位にあったジフコフ共産党書記長が同年11月 に解任 され,社 会主義政権が崩

壊 し,他 の中 ・東欧諸国 と同様 に,ブ ルガ リアは民主化 と市場経済移行に乗 り出した。その

究極の目的は,「欧州への復帰」を図ることであった。EU(当 時のEC)と の関係 においては,

1990年5月 にブルガ リアと欧州経済共同体(EEC)と の間で貿易及び協力に関する協定が結
ユ　ばれ

,EECは ブルガ リアに対 して最恵国待遇の付与を行った。また同時に,PHAREプ ログ

ラムによる支援が開始 された。その後,1993年3月 に欧州協定の調印が行われ,同 協定は1995

年2月 に発効 し,自 由貿易地域が形成された。さらに,1994年3月 のハ ンガ リーによるEU加

盟申請の後を追い,1995年12月14日 にブルガ リア政府及び議会は,欧州理事会に対 してEU加

盟申請を行った。

この間,EU側 も中・東欧諸国の加盟に向けて準備 を開始 している。まず,1993年6月 の欧

州理事会で,EU加 盟のために新規加盟国が満たさなければならない条件(コ ペ ンハーゲン基

準)が 定められた。これによれば,加 盟国は次の条件 を満たさなければな らない。

・民主主義 ,法 の支配,人 権,お よび少数民族の尊重と保護を保証す る制度の安定を達成 し

ていること(政 治的基準)。

・機能する市場経済を持つ と同時に,EU内 の競争圧力と市場の力に対応する能力を持つこ

と(経 済的基準)。

・政治統合,経 済統合,通 貨統合 という目標の遵守を含め,加 盟のための諸義務を遂行する

能力を持つこと(EU法 の総体acquiscommuneutaireの 受容)。

その後,中 ・東欧各国から相次いで加盟申請が出されると,1994年 には加盟準備のための

「プ レ加盟戦略」が採択 され,1995年12月 のマ ドリー ド欧州理事会は,欧 州委員会 に,域 内

市場への参入のための 「白書」の採用 とEUの 内部政策・機構の再編のための検討の開始 を命

じた。この時点では,対 東欧戦略の不十分 さと各国利害を調整することの不調の結果 ,東 欧

諸国を一括 してEUの 東方拡大 を行うビ。グバン方式が採用されてい君

この 指 示 に従 い,欧 州 委 員 会 は,加 盟 申 請 の 全 般 的 な評 価,EU拡 大 が 成 功 す る た め の戦 略

の 勧 告,及 び 拡 大 がEUの 政 策 に もた らす 影 響 の 評 価 を行 う ため ,1997年7月 にAgenda

2000を 公 表 した。Agenda2000で は,加 盟 申 請 を行 っ て い るブル ガ リア
,チ ェ コ,エ ス トニ

ア,ハ ンガ リー,ラ トヴ ィ ア,リ トア ニ ア,ポ ー ラ ン ド,ル ー マ ニ ア,ス ロヴ ァ キ ア,ス ロ

ヴ ェ ニ ア の8力 国 の そ れ ぞ れ につ い て,コ ペ ンハ ー ゲ ン基 準 が 達 成 され て い るか ど うか が審
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3》
査された。 この時,プ ルガ リァに関 しては次のような評価が行われた。

・ブルガリアは,政 治的基準を満た しつつある。

・ブルガリアは,市 場志向的な政策へのコミットメントが欠けているため,市 場経済の創造

における進展 は限定 されてお り,中 期 において欧州連合内の競争力と市場の力に対応する
4》

ことはないだろう。

・ブルガ リアは,acqulSの 基本的な要素,と りわけ国内市場のそれへの置換 え,あ るいは採

択 を行っておらず,中 期において加盟義務を遂行す る立場 にあるかは不明である。

こ の よ う に,ブ ル ガ リア は1997年 の ア ジ ェ ンダ2000で は,コ ペ ンハ ー ゲ ン基 準 をす べ て 満

た して い な い と評 価 され,ラ トヴ ィア,リ トア ニ ア,ル ー マ ニ ア,ス ロ ヴ ァキ ア と と も に,

加盟 交 渉 開始 の 時 期 に至 って は い な い と判 断 され た の で あ る。 そ の 一 方 で,チ ェ コ,エ ス ト

ニ ア,ハ ン ガ リー,ポ ー ラ ン ド,ス ロ ヴ ェニ ア の5力 国 につ い て は コペ ンハ ーゲ ン基 準 を満

た して い る と され,1998年3月 か ら加 盟 交 渉 が 開 始 され た の で あ る。す な わ ち,Agenda2000

の時 点 で は,EUの ビ ッグバ ン方 式 に よ る東 方 拡 大 方 針 は 棄 却 され,「 限定 され た拡 大 方 式 」

5)

が採 用 され た の で あ っ た。

しか しなが ら,1999年12月 ・の ヘ ル シ ンキ欧 州 理 事 会 で は,ブ ル ガ リア,ラ トヴ ィア,リ ト

アニ ア,(マ ル タ),ル ー マ ニ ア,ス ロ ヴ ァキ ア との 加 盟 交 渉 開 始 が 決 定 され た ほ か,ト ル コ

が 加 盟 候 補 国 と して 認 め られ,2000年2月 にブ ル ガ リア,ラ トヴ ィ ア,リ トアニ ア,(マ ル タ),

ル ー マ ニ ア,ス ロ ヴ ァ キァ とのEU加 盟 交 渉 が 開始 され た の で あ る。しか しなが ら,こ の 時 点

で は,ブ ル ガ リア を は じめ と した 各 国 は コペ ンハ ー ゲ ン基 準 を満 た して い な い こ とに 注 意 し

て お か な け れ ば な らな い 。す な わ ち,「 限 定 され た 拡 大 方式 」が 棄 却 さ れ,加 盟 交 渉 を行 い な

が ら,コ ペ ンハ ー ゲ ン基 準 の 達 成 を待 つ とい う ビ ッグバ ン方 式 へ と復 帰 した の で あ る。 こ の

背 景 に は,1998年2月 か ら1999年6月 の コ ソ ヴ ォ紛 争 に 際 して欧 州 の 結 束 強 化 の 必 要 性 が 強

く認 識 され た こ と,1999年1月 に は11力 国 が 参 加 して 欧 州 通 貨 同 盟(EMU)第3段 階 が 開 始

され,ユ ー ロ が導 入 され る な ど,経 済 ・通 貨 統 合 に大 きな進 展 が あ っ た こ と,な どが あ る。

こ の よ う に2000年 に はす べ て の 加 盟 申請 国 で 加盟 交 渉 が 開始 され た わ け で あ る が,ラ トヴ

ィア,リ トア ニ ア,ス ロ ヴ ァ キ ア は 早 々 に コペ ンハ ー ゲ ン基 準 を満 た して い る との 認 定 を受

け,2001年12月 の ラー ケ ン(ベ ル ギー)欧 州 理 事 会 で,チ ェ コ,エ ス トニ ア,ハ ンガ リー,

ラ トヴ ィア,リ トア ニ ア,ポ ー ラ ン ド,ス ロ ヴ ァキ ア,ス ロ ヴ ェニ ア の8力 国(お よび キ プ

ロス とマ ル タ)は,現 在 の リズ ムが 維 持 され れ ば2002年 末 ま で に加 盟 交 渉 が 終 了 し,加 盟 の

準 備 が 整 っ た候 補 国 とな るで あ ろ う との 評価 が な さ れ る一 方,ブ ル ガ リア とル ー マ ニ ア に つ

い て は努 力 の 継 続 が 奨 励 され た 。 そ して,2002年12月 の コペ ンハ ー ゲ ン欧 州 理 事 会 に お い て,
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8力 国(お よびキプロスとマルタ)と の加盟交渉終 了が宣言 され,こ れ らの国々は,2004年

5月1日 にEUへ の新規加盟を果たしたのであった。他方,ブ ルガ リアとルーマニアに関 して

は,2007年 を加盟 目標 とすることが確認され,努 力を継続す ることが再び奨励 されたのであ

った。

3ブ ルガ リアの経済パ フォーマンス

ブルガ リアがコペンハーゲン基準のうち経済的基準 を満たしていないとされた原因は,経

済システム改革の遅れとマクロ経済パフォーマ ンスの悪さであった。 まず経済システム改革

の動 きを見てみ よう。表1は,欧 州復興開発銀行(EBRD)が 毎年発表 している移行指数をブ

ルガ リアについてまとめた ものである。移行先進国 と呼ばれ る中欧諸国と比較すると,各 指

標の変化には次の ような違いがある。各国とも移行の初期段階で開始 された価格自由化では,

1990年 代中頃まではほぼ差がないが,1990年 代後半にな り中欧諸国が3+を 記録する中でブ

ルガ リアは3の ままであ り,国 家補助金の削減 をめ ざしたエネルギー価格の引き上げとテレ

コムの価格 自由化が行われた2003年 に4+と な り,中 欧諸国 と肩を並べ る。流通 ・為替 自由

化ではすべての時期を通 して大 きな差はない。小規模企業自由化では,ブ ルガ リアは当初か

ら中欧諸国の後塵を拝する形 となっており,現 在で も中欧諸国は4+で あるのに対 して,ブ

ルガ リアは4一 で しかない。大規模企業私有化では,1990年 代は中欧諸国の後塵を拝 してい

た ものの,2000年 以降の進展により現在では中欧諸国とほぽ同 じポジションにある。金融改

革では,証 券 ・ノンバ ンクには大 きな差があるが,銀 行改革に関 しては現在は遜色のないパ

フォーマ ンスを示 している。

表1経 済改革の進展

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

私有化率 40 45 45 50 50 60 70 70 70 75 75 75

大規模企業私有化 2 2 2 3 3 3 4一 4一 4一 4一 4 4

小規模企業私有化 2 3 3 3 3 3十 4一 4一 4一 4一 4一 4一

企 業 統治 ・企業 リス トラ 2 2 2 2十 2十 2十 2十 2十 2十 3一 3一 3一

価格自由化 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4十 4十 4十

流通 ・為替自由化 4 4 4 4 4 4十 4十 4十 4十 4十 4十 4十

競争政策 2 2 2 2 2 2十 2十 2十 2十 2十 3一

銀行改革 2 2 2 3一 3一 3一 3 3 3十 3十 4一 4一

証 券 ・ノ ンバ ンク改革 2 2 2 2 2 2 2 2十 2十 2十 2十

出所)EBRD,7悔 郷薄伽Rのo嬬 各年版.

以上をまとめると,ブ ルガ リアの経済 システム改革は,1990年 代は中欧諸国に遅れをとっ

ていたが,2000年 を迎える頃か ら急激な進展を見せ,現 在では,い くつかの部門で遅れを示

しているものの,多 くの部門で移行先進国である中欧諸国と同様の経済システム改革 レベル

に達 していることが分かる。
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次に,マ クロ経済パ フォーマンスを見ておこう。ブルガリアの現在のマクロ経済パフォー

マンス を考える上で,最 も重要な出来事は1996年 に起 きた経済危機である。経済改革の遅れ

により,損 失 を発生 させている国有企業の リス トラあるいは私有化を実行で きないため,こ

れ ら企業の損失 を補填するための ソフ ト・ローンが銀行部門のバランスシー トを悪化させた。

中央銀行であるブルガ リア国立銀行からの融資により銀行部門のバランスシー トは維持 され

た。利子率の引き上げによる外国資金の流入により,こ のような資金循環は保たれていたが,

1996年 初めに銀行 システムへの信頼は崩れ,実 質GDPの9.4%減,CPIは121.6%の 上昇 とマ

クロ経済パ フォーマンスは大 きく悪化 したのである.

表2基 本経済指標

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

GDP(100万 レヴ ァ) 23,790 26,753 29,618 32,324 34,410 38,008 41,302

実質GDP成 長率(%) 2.3 5.4 4.0 4.8 4.5 5.6 5.5

鉱工業生産成長率(%〉 一4
.3 12.0 0.7 2.6 12.0 15.0 na

農業生産成長率(%) 2.7 一9
.1

一 〇
.1 4.2 一1

.4 na na

失業率(%) 17.0 16.4 19.5 16.8 13.7 12.0 na

消費者物価上昇率(%) 0.7 9.9 7.4 5.9 2.3 6.1 4.2

輸 出(100万USD) 4006 4825 5113 5692 7541 9859 11702

輸 入(100万USD) 5087 6000 6693 7287 10059 13212 15678

貿易収支(100万USD) 一1081 一1176 一1581 一1595 一2519 一3353 一3975

経常収支(100万USD) 一652 一704 一984 一827 一1856 一1806 一2003

為 替 レー ト(レ ヴ ァ/USD) 1.8 2.1 2.2 2.1 1.7 1.6 na

出所)EBRD(2005),P,117,

この よ うな状 況 に対 してIMFは,1996年7月 に1.15億 ドル の ス タ ン ドバ イ ・ク レ ジ ッ ト供

与 の署 名 が 行 わ れ た が,追 加 的 な フ ァ シ リテ ィ を供 与 す る条 件 と して カ レ ン シ ー ボ ー ドの 導

入 を求 め,1997年7月 に1DM=1,000レ ヴ ァ とい う為 替 レー トで の カ レ ン シー ボー ドが導 入
6}

さ れ,経 済 の安 定 化 と リス トラ が 前 進 す る こ と と な っ た。

1997年 の 実 質GDP成 長 率 は5.6%の マ イナ ス,CPIは1058.4%の 上 昇 で あ っ た が,1998年

に は4.0%の プ ラ ス 成 長 へ と転 換 し,CPI上 昇 率 も18.7%へ と急 激 に低 下 し,マ ク ロ経 済 パ フ

ォー マ ンス は 安 定 した の で あ る。

そ の 後 の マ ク ロ経 済 パ フ ォー マ ン ス を見 て も,比 較 的 良 好 で あ る。20%近 い値 を示 して い

た失 業 率 も,い まだ 高 い値 を示 して い る とは 言 え,10%前 後 に低 下 して きた 。 問 題 が あ る と

す れ ば,ク レ ジ ッ ト ・ブ ー ム か ら生 じた 高 い 消 費 の 伸 び が 貿 易 収 支 の 悪化 を促 して い る こ と

で あ る(Duenwald(2005))。 こ れ は,現 在 ま で の と こ ろ,FDI等 の 資 本 流 入 に よ り補 填 され

て きて お り,大 きな 問題 とな っ て いな いが,大 規模 私 有 化 の終 了後,グ リー ン フ ィ ール ドへ

の 十 分 なFDIが な い場 合 は,経 常 収 支 の 悪化 につ なが る恐 れ が あ り,今 後 ブ ル ガ リアの 経 済

7》
パ フ ォー マ ンス を見 て い く上 で注 意 して い か な け れ ば な ら な い ポ イ ン トで あ る。
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4加 盟 交 渉

上で述べたように,ブルガ リアのEU加 盟交渉は,2000年2月 に開始 された。交渉の進展は,

同時に加盟交渉が開始されたラ トヴィア,リ トアニア,ス ロヴァキアよりも遅れたものの,

第12章 統計を除いてすべての章でルーマニア と同程度あるいはその先を歩み,第30章(制 度)

を除 くと2004年9月 までにすべての章の交渉が(暫 定的に)終 了し,2004年12月 にはすべて
8)

の加盟交渉が終了した。

表3ブ ル ガ リア ・ル ーマニ アの 交渉 過程

ブ ルガ リア ル ー マ ニ ァ

交渉開始 交渉終了 交渉開始 交渉終了

第1章 財の移動の自由 2001年5月 2002年6月 2002年3月 2003年6月

第2章 人の移動の自由 2001年10月 2002年6月 2002年3月 2003年12月

第3章 サー ビスの移 動 の 自由 2001年1月 2001年11月 2002年12月 2004年9月

第4章 資本の移動の自由 2000年 秋 2001年7月 2001年 春 2003年6月

第5章 会社法 2000年5月 2001年6月 2001年3月 2001年12月

第6章 競争政策 2001年3月 2004年6月 2000年11月 2004年12月

第7章 農業 2002年3月 2004年6月 2002年11月 2004年6月

第8章 漁業 2001年3月 2001年5月 2001年5月 2001年6月

第9章 輸送政策 2001年6月 2003年6月 2001年6月 2003年12月

第10章 課税 2001年7月 2002年5月 2001年10月 2003年6月

第11章EMU 2002年3月 2002年4月 2002年6月 2002年6月

第12章 統計 2000年10月 2000年12月 2000年5月 2000年6月

第13章 社会 2001年10月 2002年4月 2001年10月 2002年4月

第14章 エ ネル ギー 2001年 下 半期 2002年 下 半期 2002年 上 半期 2004年 下 半期

第15章 産業政策 2001年 下 半期 2001年 下 半期 2002年 下 半期 2002年7月

第16章 中小企業 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月

第17章 科学研究 2000年 上 半期 2000年5月 2000年 上 半期 2000年5月

第18章 教 育 ・訓練 2000年 上 半期 2000年5月 2000年 上 半期 2000年5月

第19章 通信 ・情報 2000年10月 2001年10月 2000年11月 2002年11月

第20章 文化 ・視聴覚政策 2000年5月 2000年11月 2000年10月 2002年12月

第21章 地域政 策 ・協調 2001年11月 2004年6月 2002年3月 2004年9月

第22章 環境 2001年7月 2003年6月 2002年3月 2004年11月

第23章 消費 者 ・健康 保 護 2000年10月 2000年10月 2001年7月 2001年7月

第24章 司法 ・内務 2001年6月 2003年10月 2002年4月 2004年12月

第25章 関税同盟 2001年6月 2002年7月 2001年5月 2002年11月

第26章 対外関係 2000年 上 半期 2002年 下 半期 2000年 上 半期 2000年 下 半期

第27章 共通外交 ・保障政策 2000年 上半 期 2000年 上 半期 2000年 上 半期 2000年 上 半期

第28章 金融監督 2001年 下半 期 2002年 下 半期 20002年 上 半期 2003年10月

第29章 財 政 ・予算措 置 2001年 下半期 2004年6月 2002年12月 2004年6月

第30章 制度 2002年1月 2004年12月 2002年 上半期 2004年12月

第31章 その他

http:〃europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/index.htmよ り作 成。

それでは加盟交渉の過程 においてどのような点が問題 となったのであろうか。

まずコペ ンハーゲン基準の経済的基準 にっいての評価は次のように変遷 してきた。
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1998年:ブ ルガリアは,最 近市場経済の創造に向けて進歩がみられたが,中 期においてEU内

の競争圧力と市場の力に対処するには未だ大 きな困難に直面するであろう。

1999年:ブ ルガ リアは,機 能す る市場経済の創造で継続 して進展 しているが,さ らなる歩み

が必要であ り,中期においてEU内 の競争圧力と市場の力に対応で きる立場にはまだない。

2000年:ブ ルガ リアは,機 能する市場経済 に向かって明らかにさらなる進展を遂げた。中期

においてEU内 の競争圧力と市場の力にはまだ対応できない。

2001年:ブ ルガ リアは,ほli磯 能する市場経済 である。改革を継続 して遂行 し,持 続 してい

る困難 を取 り除 く改革努力を強化すれば,中 期においてEU内 の競争圧力 と市場の力に対

応できるだろう。

2002年:ブ ルガ リアは,機 能す る市場経済である。残存する困難 を取 り除 くため改革プログ

ラムを継続 して遂行すれば,中 期においてEU内 の競争圧力と市場の力に対応で きるだろ

う。

2003年:2002年 と同じ。

2004年:ブ ルガ リアは機能する市場経済である。現在の改革路線を継続すれば,EU内 の競争

圧力 と市場の力にブルガ リアは対応できるだろう。

2005年:ブ ルガ リアは引き続き機能する市場経済である。現在の改革路線を継続すれば,EU

内の競争圧力と市場の力 にブルガ リアは対応できるだろう。

このようにブルガ リアは,経 済的基準に関 して,カ レンシーポー ド採用後の経済パ フォー

マ ンスの改善に対 して一定の評価が得 られたことにより,ル ーマニアよりも高い評価を与え
9)

られ,2002年 に機能する市場経済であると認定された。しかしなが ら,EU内 の競争圧力と市

場の力への対応力については,現 在 の改革路線の継続 という条件をつ けた保留状態であるこ

とが分かる。

そこで,加 盟交渉の終了時点で,経 済的基準に関 してどの ような問題点が指摘 されていた
10)

のかをEC(2004)に より見てみたい。

まず,機 能する市場経済の存在に関 しては,マ クロ経済パフォーマンスについては経常収

支赤字を除いて肯定的な評価が与えられているが,経 済改革においてはとりわけ民営化の遅

れが指摘 されている。ブルガ リア ・テレコム,ヴ ァルナ造船所,ブ ルガ リア ・タバコなどの

民営化にもかかわ らず,手 続きの複雑 さや行政 と司法の非効率性,そ して外国企業の関心の

なさ,お よび世界経済の状況が大規模民営化を遅 らせ るとともに,対 内 ・対外投資をためら

わせ る原因となっている,と の問題点が指摘される。

次に,EU内 の競争圧力と市場の力への対応力を決める人的・物的資本については,ゆ っく

りと改善されているとは言 え,と りわけインフラの質の低さが指摘 されている。例 えば,2003

年の高速道路の総延長は328kmで しかない。
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企業の リス トラに関 しては,民 営化によりかな りの進展が見 られるが,鉄 鋼,石 炭,電 力,

ガス,テ レコム,国 鉄などのいくつかの産業で不十分(い まだ継続中)で あるとされている。

例えば,鉄 鋼では,説 得的なリス トラ ・プログラムの提 出を条件 に国家支援を行 うことが認

められたため,2007年 までの鉄鋼業 リス トラ・プ ログラムが2004年5月 にEUに 提出されてい

る。

また,経 済構造の変化 を促す中小企業 も,ビ ジネス環境が困難であるため,そ の発展に障

害が見 られる。規則が度々変更 され,行 政,司 法機構が非効率であること,社 会保険などを

支払わないヤ ミ経済が大規模であること,銀 行からの貸付を受けることが困難であること,

などがその原因 として挙げられている。

以上のように,2004年5月 にEU加 盟 申請を果た した中欧8力 国と比較するとなお問題は

山積 したままであった。このような問題 を留保 しながら,2004年12月 に加盟交渉は終了 し,

2005年4月 に加盟条約への署名が行われ,ブ ルガ リアはルーマニアとともに2007年1月1日

にEUに 加盟することが正式に決定 されたのである。

加盟条約においては,中 欧8力 国と同様,い くつかの譲許条件が定め られた。経済関連で

主要なものは次の とお りである。

・第2章 人の移動の自由

一 中欧諸国 と同 じく,現 加盟国は5年 間の労働者の流入に関する措置をとり,7年 間のセ

ーフガー ドを設けることができる。

・第3章 資本の移動の自由

一一一2009年末 まで投資家への補償水準を引 き下げることがで きる
。

・第4章 資本の移動の自由

一将来の加盟国に居住 しているEEA(欧 州経済地域)市 民を除き,第2の 住居 を5年 間取

得す ることができない。

一 自営農民 を除 き,農 地 ・林野地 を7年 間取得することができない。

第10章 課税

一 中小企業のVAT免 税基準を約25 ,000ユ ーロに置 く。

一国際旅客輸送 に対するVATを 免除す る。

一果実生産者による個人消費のための醸造に特別酒税 を設ける
。

-2009年12月31日 までタバ コ物品税 を引 き下げる。

5現 状 と 課 題

前 節 で,ブ ル ガ リア の加 盟 交 渉 は2004年12月 に終 了 し,2007年1月1日 にEUに 加盟 す る

こ とが 決 定 した もの の,課 題 が 山積 して い る こ とを述 べ た 。 本 節 で は,こ れ らの課 題 が 現 在
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はどのように処理されているのか,そ して更に今後に残 されている課題 を挙げたい。

ブルガ リアのEU加 盟準備状況は,EC(2005)に よって評価 されている。

最初 に,マ クロ経済パ フォーマンスへの評価であるが,2005年 も,2004年 に引 き続 き高い

成長率が達成 され,そ の一方でインフレと失業率が低下するなど,安 定 したマクロ経済パ フ

ォーマンスが達成 されている。唯一の懸念材料は,引 き続 き対外収支の赤字が拡大 している

ことである。信用供与が年率50%の 高い伸びを続けているため,消 費 ・投資ブームが続いて

お り,2005年 上半期の数値では,貿 易収支赤字は前年の対GDP比14%か ら15.7%へ と拡大

し,他 方FDIの 流入が対GDP比8.4%か ら6.4%へ と低下 しているため,経 常収支赤字も対
　ラ

GDP比 で2004年 の7.4%か ら9.6%へ と拡大 している。EIUの 予測では,貿 易収支は2004年

の33.5億 ドルから2005年 全体で39.8億 ドルへ と拡大 し,経 常収支赤字 も拡大する。このため

欧州委員会は,ブ ルガ リア政府に対 して財政の緊縮化 と賃金上昇の抑制を求めている。

次に,民 営化に関 しては,2005年 には,大 企業46社,20の 独立事業部門,167の 小規模案件

の民営化が行われる予定であり,上 半期に大企業29社,8の 独立事業部門,156の 小規模案件

の売却が完了した。 とりわけインフラの民営化が加速 しており,電 力部門では,2005年1月

に民営化 された7送 電会社の株式の67%が 売却 され,5地 域送熱会社の民営化が最終段階に
12)

達 した。 また,電 力料金の引き上 げも行われている。 しか しながら,ブ ルガ リア ・タバコの

民営化が失敗に終わったほか,ボ ボブ ・ドル火力発電所の売却がキャンセル されるなどの問

題点 も指摘 されている。

以上のように,マ クロ経済的側面から見 たブルガ リアの環境は,EU加 盟実現に向けて改善

を続けてお り,欧 州委員会が述べているように,現 在の改革のスピー ドを継続することによ

り,EU内 の競争圧力 と市場の力に対応することができるようになるだろう。

しか しなが ら,ミ クロ経済的側面から見るとまだ問題は多い。 とりわけビジネス環境を取

り巻 く行政 ・司法システムの状況は芳 しいものではない。本稿では取 り上 げなかった政治的

基準に関 して,EC(2005)は,法 に基づ く統治,行 政能力の向上,司 法制度改革,腐 敗対策

などについて,特 段の努力が必要であると指摘 している。実際,EC(2005)の 発表直後,ブ

ルガ リア最大の富豪の一人である銀行家工一ミール ・キュレフが白昼射殺されるなど,ブ ル

ガ リアにおける汚職 と組織犯罪の状況 に対す る非難は強まっている。

このような汚職 と組織犯罪に対する十分 な改善,お よびacquis受 容のための準備が不十分

である場合には,2006年4月 あるいは5月 に欧州委員会によって行われる再調査の結果によ

っては,ブ ルガ リア(お よびルーマニア)のEU加 盟は2008年1月1日 まで延期されることと
13)

なる。

また,た とえEUに 加盟できたとしても,期 間内の譲許条件への対応,さ らには欧州通貨統

合(EMU)に 加盟 し,ユ ーロを採択す るとい う新たな課題が出現する。後者のためには,さ
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らなるマクロ経済安定化の進展 と,構 造改革,競 争力の向上が必要とされるのであ り,ブ ル

ガ リアは,ル ーマニアと同様に,こ れからの長い茨の道を歩み続けることとなる。

6終 わ り に

本稿は,ブ ルガリアの加盟交渉に至 るまで,そ して加盟交渉過程 における問題点を整理 し,

現在のブルガ リアのポジションを明らかにす ることを目的 としている。経済的分野において

は,1997年 のカレンシーボー ドの採用以来,マ クロ経済パフォーマンスは安定 してきてお り,

また経済改革においても,と りわけ加盟交渉が進展 し始めた2000年 代初頭か らは順調 な進展

が見 られてお り,コ ペ ンハーゲン基準の経済的基準の達成において大 きな問題はない。む し

ろ,加 盟 を危うくしているのは,こ れ以外,と りわけ汚職や組織犯罪などの政治的基準の達

成 とacquisの 受容の遅れであることが示 された。

とは言え,ブ ルガリアの経済政策においてこれ以上の大 きな課題は存在 しないのかと言え

ぱ,決 してそうではない。ブルガ リアの一人当たりGDPは2,500ユ ーロ程度であ り,PPPで

も6,900ユ ーロで,EU--25力 国平均の30%強 で しかない。EU加 盟が達成 されたとしても,EU

内の競争力と市場の力に十分に対応できるという保証 は十分ではない。 したがって,速 やか

にEU内 での競争力を確保 し,高 度経済成長を続けてEU-25(あ るいはEU-・15)力 国との所

得格差を解消 してい くことが必要である。

このためには,生 産設備やインフラの更新,増 強のため,高 レベルの投資を必要 とする。

現在の固定資本形成の対GDP比 は20.9%に す ぎず,必 ず しも十分ではない。ユーロ採択のた

め,財 政規律 と低 インフレ(低 利子率)の 維持が図 られなければならないとすれば,政 府投

資の大 きな伸びは期待できず,ま た国内投資資金の確保 も困難であり,大 規模国有企業の民

営化(国 外資本への売却)が 終了した後 も,FDI(グ リーンフィール ド投資)流 入が継続する

かどうかが鍵 となる。このためのビジネス環境 の改善と政策提案をブルガ リア政府が行える
14)

かどうかが,ブ ルガ リア経済の行方を決定する。

注

*本 稿 は,科 学研 究 費補助 金基盤 研 究(A)「EU拡 大が ユ ー ロ域 ・中東欧 諸国 の 実体 経済 及 びユ ー

ロの役 割 に及ぽ す効果 に関す る研究」(研 究 代表 者,藤 田誠 一神 戸大学 大学 院経済 学 研究科教 授)

及 び科 学研 究費補 助金 基盤 研究(C)「 バ ルカ ン地域 を巡 る国 際関係 の政 治 ・経 済 的変 動 に関す る

研 究」(研 究 代表 者,月 村太 郎神 戸大 学大 学院 法学 研究科 教 授)に よ る研究 成果 の一部 で あ る。

**本 稿脱 稿後 の2006年5月16日,欧 州 委員 会 は,ブ ル ガ リア とル ーマ ニ アのEU加 盟準 備 に関 わ

るモニ タ リング レポー トを公表 した。レポー トは次 の よ うに述 べ て いる。「添 付 のモ ニタ リング レ

ポー トで評価 され,本 コ ミュニケで要 約 され た,ブ ル ガ リア とル ーマ ニアの 全般 的 な進 展 に鑑 み,

委 員会 は,ブ ル ガ リア とル ーマ ニァが 数 多 くの未解 決 な問題 を処 理す るな らば,2007年1月1日
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まで に加盟 の準備 が な され た もの と考 える。」す なわ ち,こ れ まで にな されたEU加 盟 準備 は評価

され て い る もの の,ブ ル ガ リアの場合,レ ポ ー トで指 摘 され た,汚 職,司 法,組 織犯 罪,マ ネー

ロンダ リング,農 業監視 システ ムの設立,狂 牛病 対策,金 融監督 の強 化 に関 わ る問題 を処 理で き

な い場 合,2006年 秋 の モニ タ リング レポー トで その 旨 を指摘 され,12月 の欧 州 理事会 で2008年 へ

のEU加 盟 延期 が決 定 され るこ とに なる。

1)「 欧州 へ の回帰 」の もう一 つの 目的 は北大 西洋条 約機 構(NATO)へ の 加盟 であ る。ブル ガ リア

は,2002年11月 のプ ラハ でのNATO首 脳会 議 で加盟 招 請 を受 け,2003年3月 に加盟 議定 書 に署 名

が な され,加 盟 国に よ る議 定書 の批准,承 認,認 可 を経 て,2004年3月,正 式 にNATO加 盟 国 と

なっ た。

2)田 中(2004),203-4ペ ー ジ。

3)EC(1997),pp.85-・88.

4)経 済 的基 準 に関 して は,次 の よ うに具体 的 に述べ られて い る。「初 期の流 通,価 格 の 自由化 は部

分 的 に逆 行 して お り,価 格統 制 は今年 まで に解除 されな か った。経済 改革 への願 望 が進捗 したの

は,昨 年末 の危機 と最 近 の政 府 交替 の後 の もの であ る。(中 略)当 局 が経 済 移行 に対 す る再 度の 言

質 を成 功裏 の,そ して持 続的 な行 動 に移 し変 える こ とが で きるな らば,ブ ルガ リア の展望 の転換

は可 能 とな ろ う。 しか しなが ら,こ の 国 は6年 間 の大 きな損 失 に よ り後 退 してい る。 不完 全 な土

地 改革 は近代 的な農 業部 門の登 場 を妨 げ,民 営化 の遅 れ と経 済 の不安 定性 は国有企 業 を弱体 化 さ

せ,活 力 あ る民間部 門の 発達 を遅 らせ てい る。」(EC(1997),p.86)

5)田 中(2004),204ペ ー ジ。

6)そ の後,1999年 に1,000分 の1の デ ノ ミが 実施 され,現 在 はユ ー ロに固定 され て いる。

7)ブ ル ガ リア のFDIに 関 して は吉井(2004)を 参照 。

8)た だ し,Protocol(2005)第39条 には,「 ブ ルガ リア あ るい はル ーマ ニ アにお け るAcquisの 採

択 及び 実施準 備状 況 が,い くつ か の重要 な領域 にお いて2007年1月1日 の加盟 日まで に加盟条 件

を満 たす上 で明 らか に準備 が整 っ てい ない深 刻 な危機 的状 況 に両 国の どち らかが あ る場 合 には,

欧州 理事 会 は,欧 州委 員会 の勧 告 に一致 して行 動 し,当 該 国 の加盟 日を2008年1月1日 まで1年

間 延期 す るこ とが で きる」 とあ る。

9)ル ー マニ ア に対 す る経 済 的基準 へ の評価 は吉 井(2005)を 参 照。

10)機 能 す る市場経済 の存 在 とは,価 格 と流 通が 共 に 自由化 され,所 有 権 を含 む施行 可能 な法体 系

が存在 して い るこ とで あ り,マ ク ロ経済 の安 定性 と経済 政 策 に関す る合意 が市場 経済 のパ フ ォー

マ ンス を強化 す る とされ てい る。また,EU内 の競 争 力 と市場 の力へ の対応 力 は,機 能す る市場経

済 の存 在 と安 定 したマ ク ロ経済 フ レー ム ワー ク,そ して十分 な 良の人 的資 本 と,イ ン フラ を含 む

物 的資 本 を必要 とす る。 国有企 業 は リス トラ され る必要 が あ り,企 業 は効 率改善 の ための投 資 を

行 う必 要が あ る。 さ らに,企 業 が外 部資 金へ の アクセ ス を もち,リ ス トラ と技術 革新 に成功 す れ

ば,そ の適応 能 力は高 まる。加 え て,EU加 盟 国 との貿易 量 ・品 目に よって証左 され るEUと の経

済統 合 度が 高 ま るこ とが必 要 であ る(EC(2004),pp.30,36)。

11)EC(2005),pp.18-19.

12)EBRD(2005),p.114.

13)Acquisの 受容 に関 して,問 題 が ない部門,努 力の 増加 が必要 な部 門,深 刻 に懸念 され る部 門の

3つ に分 類 され るが,EC(2005)に おい て,後2者 につ いて は次の ように ま とめ られ てい る。
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・努 力の増 加が 必要 な部 門

一 財 の移 動の 自由:公 的調達

一 人 の移 動の 自由:職 業 資格 の相互 認証

一 サ ー ビスの提 供 の 自由:銀 行
,投 資,証 券 市場 の 設立権,領 域,情 報社 会規制,個 人情報 の

保 護

一 資 本の 移動 の 自由:マ ネ ー ロンダ リング

ー 農 業分 野:ほ ぼ すべ ての共 通市場 組織 ,対 外 流 通 メカニ ズ ム

ー 漁 業分 野:漁 船 の管理 ・点検 ・監 督
,構 造 的活 動,市 場 政策

一輸 送分 野:航 空輸 送
,船 舶輸 送

一 課税 分 野:物 品税
,直 接税,行 政 的協 力 と相 互支 援

一 社 会政策 ・雇 用分 野:労 働法 ,社 会対 話,保 険,欧 州 社 会基金,反 差別 と社会 的包摂

一 エ ネル ギー分 野:今 日労力
,国 内エネル ギー市場

一 産業 政策 分 野:民 営化
,リ ス トラ措置(と りわけ鉄鋼 部 門)

一 テ レコム ・情 報技 術

一 地域 政策 分 野:プ ログ ラム ・モニ タ リング ・評価 の法 的 枠組 ・分野

一 環境 分 野:水 平 的規制 ,水 質,産 業 汚染,リ ス ク管理,科 学,GMO(ミ ク ロ有機 物 の遺伝 子

操作),核 の 安全,放 射 能保護,廃 棄物 管理

一 消 費者 ・健 康 保護

一 司法 ・内務分 野:ヴ ィザ
,亡 命,司 法 ・犯罪 問題 にお け る司法 協力,麻 薬 ・マ ネー ロ ンダ リ

ング対策,デ ー タ保護

一 関税 同盟分 野:行 政 ・運営能 カ

ー 金融 管理:構 造的 活動支 出 の管理
,EU金 融利 害 の保 護

・深 刻 に懸念 され る部 門

一 会社法 分 野:特 許権 ・知 的財 産権 の保護

一 サ ー ビス分 野:自 動 車保 険

一 農業 分 野:支 払 機 関
,統 合 行 政 ・管 理 シ ス テム,牛 乳 の 共通 市場 組織,伝 達性 海綿 状脳 症

(BSE),家 畜 副産 物,検 疫 管理 シス テム,家 畜病疫 管理,家 畜 ・副産物 の流通,検 疫 保 険,

動物 の健康

一地 域政 策分 野:制 度 的活 動
,資 金管 理 ・監 督

一 司法 ・内務分 野:緊 急の活 動が 必要(と くに,シ ェンゲ ン関連Acquisの 適用,将 来 のEU国

境 の管 理,警 察協 力,組 織 的犯 罪 ・詐欺,汚 職 に対す る戦 い に関す る準 備)

14)ブ ル ガ リアの 今後 の経 済 政 策戦 略 を考 え た もの と して は,政 府 が作 成 した もの で はな いが,

IEBAS(2004)が あ る。
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